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大槌町公園施設長寿命化計画改定業務委託 

仕様書 

第１章  総則 

 

（適用範囲） 

第１条 本仕様書は、大槌町（以下「甲」という。）が受注者（以下「乙」という。）に委託する

「大槌町公園施設長寿命化計画改定業務委託」（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

（目的） 

第２条 大槌町では、公園施設の進展する老朽化に対する安全対策の強化及び更新費用の平準化を

図る観点から、適切な施設点検や維持補修等の予防保全型管理を行うことを目的として、令和２

年度に「大槌町公園施設長寿命化計画」を策定した。 

  本業務は、大槌町都市公園施設の健全度調査を実施し、「大槌町公園施設長寿命化計画」を改

定することを目的とする。 

 

（準拠法令） 

第３条 本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか次の関係法令に準拠するものとする。 

(1)  都市公園法、同法施行令、同法施行規則 

(2)  都市計画法 

(3)  都市計画法運用指針（国土交通省都市局） 

(4)  大槌町都市公園条例 

(5)  公園緑地マニュアル（一般社団法人 日本公園緑地協会） 

(6)  都市公園技術標準解説書（一般社団法人 日本公園緑地協会） 

(7)  公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改定版】（国土交通省） 

(8)  都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）（国土交通省） 

(9)  都市公園の移動円滑化整備ガイドライン（改定第２版）（国土交通省） 

(10) 遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014（一般社団法人 日本公園施設業協会） 

(11) 都市公園安全・安心対策に関する調査・計画（一般社団法人ランドスケープコンサル 

タンツ協会） 

 (12) その他関係法令等 

 

（疑義） 

第４条 本仕様書に明示のない事項及び疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ、乙は業務を履行

しなければならない。 

 

（提出書類） 

第５条 本業務の着手にあたり、乙は次の書類を甲に提出し、承諾を受けるものとする。 

(1)  業務着手届 

(2)  業務工程表 

(3)  業務実施計画書 

(4)  配置技術者届 
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（管理技術者） 

第６条 本業務に従事する管理技術者は、次のいづれかの資格を有するものとする。 

 (1) 技術士（建設部門） 

 (2) ＲＣＣМ（造園） 

 

（照査技術者） 

第７条 本業務に従事する照査技術者は、次のいづれかの資格を有するものとする。 

 (1) 技術士（建設部門） 

 (2) ＲＣＣМ（造園） 

 

（資料の貸与） 

第８条 甲は、本業務に必要と認められる資料を乙に貸与するが、乙は亡失・汚損・破損のないよ

う取扱いに十分注意するものとする。万一、破損等が認められた場合には、乙の責任において、

これを修復するものとする。 

 (1)大槌町公園施設長寿命化計画（2021年3月）                 1.0式 

 (2)公園台帳及びデータ                            1.0式 

 (3)公園施設に関する点検・更新履歴                      1.0式 

 

（情報の保持） 

第９条 乙は、本業務遂行中に知り得た情報を発注者の許可なしに他に利用してはならない。 

２ 乙は、情報保護及び品質管理の観点から次の資格を取得していなければならない。 

 (1)ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム） 

 (2)プライバシーマーク（個人情報保護マネジメントシステム） 

３ 乙は、本業務完了後においても、知り得た情報を他に利用してはならない。 

 

（業務実績データ作成・登録） 

第10条 乙は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務については、測量調査

設計業務実績情報サービス（TECRIS）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報とし

て「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土

曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日

曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は完了後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請

しなければならない。 

  また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを速やかに監督職員に提出

しなければならない。なお、変更時と完了時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省

略できるものとする。なお、乙が公益法人の場合はこの限りではない。 
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第２章  業務概要 

 

（業務概要） 

第11条 本業務の概要は、次のとおりとする。 

 (1)   健全度調査 

    大槌町内の都市公園を対象に、健全度調査を実施する。また、健全度調査対象施設のう

ち、甲より提供する定期点検、法定点検の結果等により施設の不具合等を整理するものとす

る。 

     ①一般施設Ａ     50施設 

     ②一般施設Ｃ     6施設 

     ③遊具Ａ       6基 

     ④遊具Ｂ       5基 

     ⑤建築物       2施設 

 (2)  計画策定 

    公園施設の再編・集約化や新技術等の活用の検討を踏まえた費用の縮減に関する具体的な

方針を検討し、前項の結果に基づき「公園施設長寿命化計画調書」（様式０～３）をとりま

とめ、「大槌町公園施設長寿命化計画」を改定する。なお、改定においては、予防保全型管

理の方法及び施設量の見直しや適正配置等についても具体的に整理する。 

     ①街区公園      41ヶ所 

     ②地区公園      1ヶ所 

 

（履行期間） 

第12条 本業務の履行期間は、契約締結の日から令和８年３月１９日までとする。 

 

（打合せ協議） 

第13条 本業務の打合せは、業務着手、中間打合せ（２回）、成果品納入時の計４回を見込み、管

理技術者が立ち会うものとする。打合せを行った際には、都度打合せ記録簿を作成し監督職員に

提出するものとする。また、乙は監督職員に対し、随時、本業務の進捗状況を報告するものとし、

必要に応じて書面で監督職員に提出する。 

 

第３章  成果品 

 

（成果品） 

第14条 本業務における納入成果品及び数量は、下記のとおりとする。 

 (1) 大槌町公園施設長寿命化計画改定業務委託報告書    2.0部 

 (2) 大槌町公園施設長寿命化計画（改訂版）        2.0部 

 (3) 電子成果品                     1.0式 

 


